
1/6 

○相模原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例  

平成３１年３月１８日 

条例第１０号 

目次 

第１章 総則(第１条・第２条) 

第２章 指定障害福祉サービスの事業等(第３条―第１０条) 

第３章 指定障害者支援施設(第１１条―第１３条) 

第４章 障害福祉サービス事業(第１４条・第１５条) 

第５章 地域活動支援センター(第１６条・第１７条) 

第６章 福祉ホーム(第１８条・第１９条) 

第７章 障害者支援施設(第２０条・第２１条) 

附則 

第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。)の規定に基づき、事業及び

施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法の例による。 

第２章 指定障害福祉サービスの事業等 

(指定の申請者) 

第３条 法第３６条第３項第１号(法第３７条第２項及び第４１条第４項において

準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人とする。ただし、療

養介護に係る指定又は病院若しくは診療所により行われる短期入所に係る指定の

申請については、この限りでない。 

２ 前項の者は、次に掲げるものであってはならない。 

（１）相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号。以下この項

において「暴力団排除条例」という。)第２条第２号に規定する暴力団 
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（２）暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」

という。) 

（３）暴力団排除条例第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等 

（４）暴力団排除条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認め

られるもの 

(人員、設備及び運営) 

第４条 次条から第１０条までに定めるもののほか、法第３０条第１項第２号イ、

第４１条の２第１項第１号及び第２号並びに第４３条第１項及び第２項の規定に

基づき条例で定める基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準(平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下「指定障害福祉サービス等基

準省令」という。)に定める基準(指定障害福祉サービス等基準省令第１３２条第

１項及び第３項並びに第２０１条第４項(指定障害福祉サービス等基準省令第２

２３条第５項において準用する場合を含む。)並びに附則第７条から附則第１１

条までに定める基準を除く。)の例による。 

(暴力団排除) 

第５条 指定障害福祉サービスの事業を行う事業所の管理者は、暴力団員等又は暴

力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。 

２ 指定障害福祉サービスの事業を行う事業所は、その運営について、第３条第２

項各号に掲げるものから支配的な影響を受けてはならない。 

(管理者の指揮命令) 

第６条 指定障害福祉サービスの事業を行う事業所の管理者は、当該事業所の従業

者に前条第２項の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

(基準該当障害福祉サービス) 

第７条 第５条の規定は、基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。 

２ 前条の規定は、基準該当障害福祉サービス(指定障害福祉サービス等基準省令

第４４条第１項に規定する基準該当居宅介護並びに重度訪問介護、同行援護及び

行動援護に係る基準該当障害福祉サービスに限る。)の事業について準用する。

この場合において、前条中「前条第２項」とあるのは、「第７条第２項において
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準用する前条第２項」と読み替えるものとする。 

(指定重度障害者等包括支援における障害福祉サービス) 

第８条 指定障害福祉サービス等基準省令第１２６条に規定する指定重度障害者等

包括支援(以下この条において「指定重度障害者等包括支援」という。)において

提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支

援に限る。以下この項において同じ。)を自ら又は第三者への委託により提供す

る場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所又は当該

委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、第４章又は第７章に規定す

る基準を満たさなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び

共同生活援助に限る。以下この項において同じ。)を自ら又は第三者への委託に

より提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業

所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障

害福祉サービスごとに、この章に規定する基準を満たさなければならない。 

(工賃の支払に係る通知等) 

第９条 指定障害福祉サービス等基準省令第２０１条第１項に規定する指定就労継

続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水

準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するととも

に、神奈川県及び相模原市に報告しなければならない。 

(特定基準該当障害福祉サービス) 

第１０条 第５条及び第６条の規定は、指定障害福祉サービス等基準省令第２１９

条に規定する特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合

において、第６条中「前条第２項」とあるのは、「第１０条において準用する前

条第２項」と読み替えるものとする。 

２ 前条の規定は、指定障害福祉サービス等基準省令第２１９条に規定する特定基

準該当障害福祉サービス事業者(同条に規定する特定基準該当就労継続支援B型の

事業を行う者に限る。)について準用する。 

第３章 指定障害者支援施設 

(指定の申請者) 
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第１１条 法第３８条第３項(法第３９条第２項及び第４１条第４項において準用

する場合を含む。)において準用する法第３６条第３項第１号に規定する条例で

定める者は、法人とする。 

２ 前項の者は、第３条第２項各号(第２号を除く。)に掲げるものであってはなら

ない。 

(人員、設備及び運営) 

第１２条 次条に定めるもののほか、法第４４条第１項及び第２項の規定に基づき

条例で定める指定障害者支援施設に係る基準は、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び

運営に関する基準(平成１８年厚生労働省令第１７２号)に定める基準(同令第２

９条第４項に定める基準を除く。)の例による。 

(準用) 

第１３条 第５条、第６条及び第９条の規定は、指定障害者支援施設について準用

する。この場合において、第６条中「前条第２項」とあるのは「第１３条におい

て準用する前条第２項」と、第９条中「年度ごとに」とあるのは「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成１８年厚生労働

省令第１９号)第６条の１０第２号に規定する就労継続支援B型の提供に当たって

は、年度ごとに」と読み替えるものとする。 

第４章 障害福祉サービス事業 

(設備及び運営) 

第１４条 次条に定めるもののほか、法第８０条第１項の規定に基づき条例で定め

る障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。以下同じ。)に係る基準

は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害

福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成１８年厚生労働省令第１７

４号。以下「障害福祉サービス基準省令」という。)に定める基準(障害福祉サー

ビス基準省令第８７条第４項に定める基準を除く。)の例による。 

(準用) 

第１５条 第５条及び第６条の規定は、障害福祉サービス事業について準用する。

この場合において、同条中「前条第２項」とあるのは、「第１５条において準用
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する前条第２項」と読み替えるものとする。 

２ 第９条の規定は、障害福祉サービス基準省令第８７条第１項に規定する就労継

続支援B型事業者について準用する。 

第５章 地域活動支援センター 

(設備及び運営) 

第１６条 次条に定めるもののほか、法第８０条第１項の規定に基づき条例で定め

る地域活動支援センターに係る基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基

準(平成１８年厚生労働省令第１７５号)に定める基準の例による。 

(準用) 

第１７条 第５条の規定は、地域活動支援センターについて準用する。この場合に

おいて、同条第１項中「指定障害福祉サービスの事業を行う事業所の管理者」と

あるのは、「施設長」と読み替えるものとする。 

第６章 福祉ホーム 

(設備及び運営) 

第１８条 次条に定めるもののほか、法第８０条第１項の規定に基づき条例で定め

る福祉ホームに係る基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成１８年厚生労

働省令第１７６号)に定める基準の例による。 

(準用) 

第１９条 第５条の規定は、福祉ホームについて準用する。この場合において、同

条第１項中「指定障害福祉サービスの事業を行う事業所の管理者」とあるのは、

「管理人」と読み替えるものとする。 

第７章 障害者支援施設 

(設備及び運営) 

第２０条 次条に定めるもののほか、法第８４条第１項の規定に基づき条例で定め

る基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成１８年厚生労働省令第１７

７号)に定める基準(同令第２４条第４項に定める基準を除く。)の例による。 
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(準用) 

第２１条 第５条、第６条及び第９条の規定は、障害者支援施設について準用す

る。この場合において、第５条第１項中「指定障害福祉サービスの事業を行う事

業所の管理者」とあるのは「施設長」と、第６条中「指定障害福祉サービスの事

業を行う事業所の管理者」とあるのは「施設長」と、「前条第２項」とあるのは

「第２１条において準用する前条第２項」と、第９条中「年度ごとに」とあるの

は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平

成１８年厚生労働省令第１９号)第６条の１０第２号に規定する就労継続支援B型

の提供に当たっては、年度ごとに」と読み替えるものとする。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

(関係条例の廃止) 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１）相模原市指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の申

請者に関する基準を定める条例(平成２４年相模原市条例第６５号) 

（２）相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例(平成２４年相模原市条例第６６号) 

（３）相模原市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例(平成２４年相模原市条例第６７号) 

（４）相模原市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

(平成２４年相模原市条例第６８号) 

（５）相模原市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例

(平成２４年相模原市条例第６９号) 

（６）相模原市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成２４

年相模原市条例第７０号) 

（７）相模原市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成

２４年相模原市条例第７１号) 

 


